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 街路樹は大気浄化や緑陰形成など重要な役割を担っている一方、落枝や倒木が発生すると国

民の生命と財産へ影響を及ぼす。東京国道事務所管内には街路樹診断対象木が約１万本あるが、

厳しい予算状況のなか街路樹診断が進まず、落枝や倒木につながる異常等の把握が不十分とな

っていることが問題となっていた。 
 そこで、コストを抑えながら枯れや腐朽等の異常による落枝や倒木を未然に防ぎ、安全安心

な道路交通を確保するため、街路樹診断の効率化に取り組んだ事例について報告する。 
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１.  はじめに 

 街路樹は、騒音の緩和や大気の浄化による生活環境の

保全、火災の延焼防止等の防災、夏の暑い日差しを和ら

げる緑陰の形成、紅葉や並木による景観向上など、重要

な役割を担っている。（図-1、写真-1）一方で、枯れや

腐朽など枝や幹根の異常が原因で落枝や倒木が発生すれ

ば、国民の生命・財産に影響を及ぼす。 
 東京国道事務所では、昭和 33 年より道路の緑化保全

をスタートし、現在約 16,000 本の街路樹を管理してい

る。さらに平成 14 年から、枝折れや倒木による第三者

被害の影響が大きい幹周 60ｃｍ以上（ヤナギとエンジ

ュは 30cm以上）の高木約 10,000本を対象に街路樹診断

を実施している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 しかし、厳しい予算状況のなかで街路樹診断が進まず、

落枝や倒木につながる異常等の把握が不十分となってい 
ることが問題となっていた。 
 そこで、コストを抑えながら第三者被害発生前に枯れ

や腐朽等の異常を把握・措置することで、落枝や倒木を

未然に防ぎ、安全安心な道路交通を確保するため、街路

樹診断の効率化に取り組んだ事例について報告する。 

 

 

２.  街路樹診断の現状と問題点 

 平成24年度に東京国道事務所管内において、落枝によ

る第三者被害が6件発生した。(表-1）幸いにも人命への

被害はなかったが、5万台/日以上の交通量がある国道で

の落枝は、より大きな被害となっていた可能性もある。 

 落枝の原因調査から判明した問題点を次に述べる。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-1 街路樹による緑陰形成状況 

    （一般国道20号世田谷区ケヤキ並木） 

図-1 樹木による生活環境保全イメージ 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.１  問題点１：厳しい予算状況 

 東京国道事務所における緑地管理予算は、平成 21 年

度に約 380 百万であったが、平成 24 年度には約 210 百

万円となり約 45％減となった。このような厳しい予算

状況のなか、平成 21 年度に約 3,300 本（約 5,700 万

円）実施していた街路樹診断が、平成 23 年度には 1 本

も実施することができなかった。 

 この結果、街路樹診断対象木の約 7割（約 7千本）が

サイクル通り診断できておらず、未診断木が年々増加

し、街路樹の異常・被害の把握が不十分となっている。 

 更に、剪定頻度の減少（平成 21 年度約 9,700 本から

平成 24 年度約 6,800 本）により枯れ枝等の危険枝を撤

去する間隔が長くなっていることからも、落枝や倒木に

よる危険性が高まっていることが問題であった。 

 

２.２  問題点２：樹木保全を優先した運用 

 平成 24 年度に落枝による第三者被害を発生した樹木

について原因調査を行った結果、過去の街路樹診断で被

害ありと診断された大枝が落枝していたことが判明し

た。 

 診断結果では、樹皮枯死とキノコ（チャアタナモド

キ）による被害があり、程度が「大」となっていたにも

かかわらず、処置については「軽減剪定」となってお

り、危険箇所が撤去されていなかった。（図-2、3、写

真-5、6） 

 さらに、過去の街路樹診断結果で「被害あり」となっ 

ていた 72 本について緊急点検を行ったところ、46 本

（約 6割）の被害箇所で危険な枝が剪定撤去されておら

ず、樹木保存を優先していることが問題であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日 付 

 
被 害 状 況 

気象条件 管理瑕疵 

有無 
１ H24.6.19 ①落枝により通行車両３台(写真2） 

②落枝により沿道家屋屋根を損傷 

台風４号 

 

管理瑕疵 
なし ２ 

３ H24.7.14 落枝により通行車両を損傷(写真3） 普通の風 管理瑕疵 
確定 

４ H24.8.13 落枝により通行バイクの運転手に 
接触（写真4） 

普通の風 管理瑕疵 
確定 

５ H24.9.21 落枝により駐車車両のフロントガ 
ラス損傷 

普通の風 請求なし 

６ H24.9.27 落枝により通行車両のボンネット 
損傷 

普通の風 請求なし 

写真-2 落枝による車両損傷状況（H24.6.19） 

図-3 街路樹診断カルテ（抜粋） 

（写真-5） 

表-1 平成 24年度の樹木による第三者被害発生状況 

写真-4 落枝した大枝（H24.8.13） 

写真-3 落枝した大枝（H24.7.14） 

図-2 街路樹診断カルテ（抜粋） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.  他事務所、他機関の状況 

 課題解決に向け他事務所・機関の状況を確認した結果

は表-2 のとおりである。当事務所と同様に厳しい予算

状況により十分な街路樹診断ができていない。 

 また、東京都では簡易的な初期診断を実施し、異常ま

たは、異常の疑いのある木について街路樹診断を実施し

ていることがわかった。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.  問題解決に向けた取組み 

 ２つの問題点を解決し、枝折れや倒木につながる異常

を効率的に把握し、適切に処置してしていくために取り

組んだ２つの改善策を以下に述べる。 
 

４.１  改善策１：異常等の把握方法を効率化 
（診断→点検へのシフト） 

 従来は、異常の種類や寸法を計測・記録することに加

え、異常の程度を診断し、街路樹の健全度として 5段階

で評価していた。（図-4）これは、道路の安全を確保し

ながらも、樹木をなるべく生かしていくためには有効で

あるが費用がかかる。そこで、異常箇所を早期に措置す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
機関名 

街路樹診断実施 東京都 

一部実施（十分でない） 
福岡国道、横浜国道 
相武国道、大宮国道 

実施していない 名古屋国道、大阪国道、千葉国道 

写真-５ 

写真-5  

街路樹診断カルテ（抜粋） 

写真-6 枝落後の状況 

表-2 他機関の街路樹診断状況 

図-4 従来の街路樹診断カルテ 

 

異
常
の
程
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を
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全
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階
で
評
価



ることで道路の安全を確保する方針へと転換し、異常の

程度は診断せずに、異常箇所の種類と位置を把握するた

めに街路樹を点検することした。 

また、従来は、異常の位置や状況を記載するための樹

形略図（被害状況図）を作成することとしていたが、非

常に時間を要し費用がかかるため、樹木の異常箇所を高

さ情報で記録することで効率化をおこなった。 

さらに、幹と根の異常については、大きな異常から３

つまでの記載とするなどの効率化をおこない、街路樹点

検カルテを作成した。（図-5） 

なお、作成にあたっては、専門家である樹木医と一緒

に 3日間の試行を行っている。 

 

４.２  改善策２：安全確保を優先した運用と異常
箇所一覧表の作成 

 

 街路樹点検結果による異常箇所の措置について、第三

者被害の可能性がある危険枝はすべて剪定撤去し、危険

木については、基本的に伐採するとともに、保全が必要

な樹木のみ街路樹診断を実施する方針とした。(図-6） 

 また、幹・根の異常箇所の処置については、被害が小

さく今後自然に回復することが見込まれる場合は伐採し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ないが、今後悪化する場合も想定される。 
 そこで、落枝や倒木に至る前に発見し対応するため、

異常・被害箇所の一覧表（表-3）を作成し定期的に経過

観察することとした。さらに、毎年実施している緑地管

理工事の樹木巡回時にこの一覧表を活用することで定期

的に異常や被害の状況を確認することとした。 
 
 

５.  効率的な街路樹診断（街路樹点検）の取組み
結果 

５.１  街路樹点検の試行 

 平成 24 年 10 月 29 日～11 月 1 日（3 日間）にかけ

て、過去の街路樹診断を実施している 65 本について、

効率的な街路樹診断としてとりまとめた街路樹点検

（案）を試行的に実施した。（写真-7） 

 実際に樹木医と一緒に試行することで、必要最低限の 

点検項目と点検精度について専門的な意見を聞くことが

でき、第三者被害につながる異常箇所ついて効率的に把 

握できることを確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 異常箇所の記載方法を効率化（街路樹点検カルテ） 

 

診断年月日： 診断者：

路線名 距離票 樹高 ｍ

樹木名 上り・下り 幹周 cm

樹木番号 枝張り ｍ

場所

樹勢

樹形

被害・異常箇所番号(枝）

枝1 枝2 枝3 枝4 枝5 枝6

被害・異常箇所の高さ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

病虫害 種名

無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有

無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有

無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有

無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有

被害・異常箇所番号(幹・根元）

幹根1 幹根2 幹根3

被害・異常箇所の高さ

病虫害 種名

芯達・未達 無 /未達・達 無 /未達・達 無 /未達・達

幅

周囲長比率

幅

周囲長比率

貫入深

貫入部幹径

子実体 種名

樹皮の欠損・枯死 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有

無 / 小・大 無 / 小・大 無 / 小・大

無 / 小・大 無 / 小・大 無 / 小・大

見える・見えず 見える・見えず 見える・見えず

露出根の被害 無 / 小・大 無 / 小・大 無 / 小・大

無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有

無 / 小・大 無 / 小・大 無 / 小・大

無 / 小・大 無 / 小・大 無 / 小・大

枝 幹根1 幹根2 幹根3

被害の程度 大　・　中　・　小 大　・　中　・　小 大　・　中　・　小

内容

実施日

理由 管理者記入欄

箇所 実施日 保全必要性 必要・不要

建築限界を越境している枝

枝の異状

特
記
事
項

腐朽

樹体の揺らぎ

ｍ

cm

処
置

必要・不要
精密診断

鋼棒貫入
異常

亀裂

大枝分岐部の異状

内
容

空洞 cm

点　検　カ　ル　テ

基本
情報

1(良い) ・ 2(普通) ・ 3(少し悪い） ・  4(悪い） ・  5(枯死)

1(良い) ・ 2(普通) ・ 3(少し悪い） ・  4(悪い） ・  5(かなり悪い)

枯れ枝・ぶら下がり枝

活力

状況 無・有（安全・危険）

不自然な傾斜

内
容

ｍ

ルートカラーが地際に見えるか

不完全結合

隆起

打診音異常

ｍ

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

 

 

 



どこの場所に どんな異常が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.２  街路樹点検の実施 

 平成 25 年 3 月に街路樹点検を 7 日間実施した結果、

約 240 本の街路樹を点検でき、1 日平均で約 35 本であ

った。このことから、従前の街路樹診断では、１本あた

り約 2万円かかった費用は、約 4千円／本となり約 8割

縮減することができた。 

 

５.３  同じ課題を抱える他事務所との連携 

 平成 25 年 8 月には、関東地方整備局道路管理課が主

催し、横浜等の他事務所が出席する街路樹診断等に関す

図-6 街路樹点検結果による措置フロー 

表-3 幹の異常・被害箇所一覧表（抜粋） 

写真-7 街路樹点検の試行状況 



る勉強会のなかで、今回の取組みである街路樹点検につ

いて紹介した。その結果、他事務所においても試行的な

街路樹点検の導入を検討することとなった。 

 今後は、実際の現場で樹木医による街路樹点検のデモ

ンストレーションを行うなど、より具体的な街路樹点検

方法を説明していく予定である。 

 

 

６.  さいごに 

 国土交通省では、笹子トンネルの天井板崩落事故を受

け、第三者被害の可能性がある異常の抽出と応急措置を

目的に、道路ストック総点検を進めている。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

枝折れによる第三者被害が昨年度６件発生したことか

ら、東京国道事務所管内では、道路ストックのなかで、

実は街路樹が一番の重点課題と考えている。 
 今後は、樹木保全から安全確保を優先した方針への転

換により、伐採対象樹木が増加することが見込まれる

が、緑陰等の重要な役割を担う街路樹を減らさないこと

が課題となる。伸長量が少なく剪定頻度が少ない樹種

や、落葉が比較的少ない常緑樹など、管理しやすい樹木

に順次更新していく検討もしていきたい。 
 また、街路樹点検実施済み区間の落枝や倒木の状況に

ついて検証していくとともに、更なる改善をおこない、

安全・安心・快適な道路を確保する街路樹の管理を進め

ていく所存である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


